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0石川県薬物の濫用の防止に関する条例に基づく知事指
定薬物の指定 ( 同 ) 2 

刀て

石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年石川県条例第38号。以下「条例Jとしづ。)第 9条第 1項の規定

により、知事監視製品を次のとおり指定する。

平成30年12月19日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 知事監視製品を特定できる情報

(1) 次の写真に示すとおり、被包に「査酔わせJと表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

(2) 次の写真に示すとおり、被包に「蜜壷千寿Jと表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

(3) 次の写真に示すとおり、被包に「片男波Jと表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの

(4) 次の写真に示すとおり、被包に「濡らさ NightX'mas DripJと表示のある製品であって、その内容物が液体の

もの

(5) 次の写真に示すとおり、被包に「怒雷撫」と表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

(6) 次の写真に示すとおり、被包に「絶頂無双」と表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

(7) 次の写真に示すとおり、被包に「女意暴」と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

(8) 次の写真に示すとおり、被包に「狂濡 A1phaJ と表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

(9) 次の写真に示すとおり、被包に「拡張プリンス」と表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

(10) 次の写真に示すとおり、被包に「花美乱」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの

(11) 次の写真に示すとおり、被包に「イかせNightX'mas DripJと表示のある製品で、あって、その内容物が液体の

もの

(12) 次の写真に示すとおり、被包に IUltra OrgasmJと表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

(13) 次の写真に示すとおり、被包に IsuddendeathJと表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの

(14) 次の写真に示すとおり、被包に IIKUIKU MAXJ と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

(15) 次の写真に示すとおり、被包に IHyperLEMON SPARK GIGA MAXJ と表示のある製品で、あって、その内容物が植

物片のもの

(16) 次の写真に示すとおり、被包に Icli toripJ と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

(同 次の写真に示すとおり、被包に IAnagumaJ と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

(18) 次の写真に示すとおり、被包に IWeeedPowerJと表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

(19) 次の写真に示すとおり、被包に IIVALICEJ と表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

凶次の写真に示すとおり、被包に「失神締穴」と表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの。1) 次の写真に示すとおり、被包に「龍王 伍」と表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

閥次の写真に示すとおり、被包に IBi-!IE愚緩」と表示のある製品であって、その内容物が粉末のもの

凶次の写真に示すとおり、被包に「虎震Jと表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの
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凶次の写真に示すとおり、被包に「鬼翫め 69J と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

閥 次の写真に示すとおり、被包に「瞬勃起Jと表示のある製品で、あって、その内容物が植物片のもの

凶次の写真に示すとおり、被包に「直打」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの

同次の写真に示すとおり 、被包に iSPIDERJと表示のある製品で、あって、その内容物が粉末のもの

凶次の写真に示すとおり 、被包に iLOVE2018J と表示のある製品で、あって、その内容物が液体のもの

凶次の写真に示すとおり 、被包に iGAYRIGHTSJと表示のある製品で3あって、その内容物が液体のもの

外

(1次の写真Jは、省略し、その写真を石川県健康福祉部薬事衛生課及び県保健福祉センターに備え置いて縦覧に

供する。)

2 指定の理由

条例第 2条第 1項第 7号に掲げる薬物を含有するおそれがある製品で、あって、吸入等の方法により身体に使用さ

れるおそれがあるものであるため

3 施行期日

平成30年12月20日

石川県告示第523号

石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成26年石川県条例第38号。以下 「条例」としづ。)第15条第 1項の規定

により、知事指定薬物を次のとおり指定する。

平成30年12月19日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 知事指定薬物の名称

(1) 2一 ({[ 2一 (4ーエチルー2，5ージメトキシフェニル)エチル]アミノ}メチル)フェノール及びその塩

類

(2) 3一[1一 (1ーピベ リジニル)シクロヘキシル]フェノール及ひ、その塩類

(3) キノリン-8ーイル= 1ーベンチルー 1Hーインダゾールー3ーカルボキ、ンラー ト及びその塩類

2 指定の理由

条例第 2条第 1項第 7号に掲げる薬物であって、県の区域内において濫用されるおそれがあり、かつ、幻覚等の

作用を有すると認められるものであるため

3 施行期日

平成30年12月20日
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